
九州大学西新プラザ使用心得 

 

 

九州大学西新プラザ（以下「プラザ」という。）を使用する者は，プラザ規則，プラザ使用料金

規程，プラザ使用細則及びプラザ使用心得を遵守しなければならない。 

 

１． 使用に際しては，使用許可書を携行すること。 

２． 使用を許可された者は，使用する部屋の鍵を事務室で受取り，使用後は事務室に返却す

ること。使用中の鍵の管理は，使用者が自己の責任において行うこと。 

３． 使用時間は午前９時から午後８時までとなっているので，使用時間を厳守すること。 

４． 使用者は，施設の管理の必要に基づいて係員が入室を求めたときは，これを拒んではな

らない。 

５． 設備，備品等を許可なく移動させないこと。許可を得て移動させる場合は，使用後，元

の位置に戻しておくこと。 

６． 施設，設備，備品等を損傷し，滅失し又は汚損したときは，直ちに事務室に届け出ると

ともに原状に回復すること。 

７． プラザ周辺での違法駐車をしないこと。違法駐車を発見した場合は，直ちにプラザから

退出させることがある。 

８． 喫煙は所定の場所（喫煙コーナー）で行うこと。 

９． 指定された場所以外での飲食は行わないこと。 

１０． 使用者は，使用した部屋を原状に回復し，係員の点検を受けること。 

１１． 営利・宣伝行為や政治・宗教活動は行わないこと。 

１２． プラザの美観をそこね又は他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。 

１３． 立看板（プラザの行事等の表示に係るものを除く。），プラカード等を立てないこと。 

１４． 所定の場所以外に文書，書画等を掲示しないこと。違法掲示物等は，撤去させる又は撤

去する等の措置を講ずるものとする。 

１５． 実演・作業等を伴う講演のため施設等を使用する場合は，事前に九州大学学術研究推進

部学術研究推進課へ相談すること。 

１６． 上記のほか，使用者は施設の使用について，事前に西新プラザ係員と打ち合わせを行い，

当日は係員の指示に従わなければならない。 

１７． 使用者が，プラザ規則，プラザ使用料金規程，プラザ使用細則及びプラザ使用心得に違

反したとき又は使用願に虚偽の記載をしたときは，使用の途中であっても使用の許可を

取り消すことがある。 


